
資料１－２ 

「千葉県公立高等学校等奨学のための給付金事業」の概要について 
（平成３０年３月３１日現在） 

 
１ 目的 
 
 
 

 
全ての意志ある公立高等学校等の生徒等が安心して教育を受けられるよう、高校

生等がいる低所得世帯に対し、奨学のための給付金を支給することにより、授業料

以外の教育費負担を軽減し、低所得世帯の高校生等の修学を支援する。 
 

 
２ 対象世帯の

要件 
 
 
 
 
 
 
 

 
就学支援金の支給対象校に在学する高校生等がいる世帯で、次に該当する世帯。 

(1) 生活保護受給世帯又は保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割が非課税 
である世帯。 

(2) 保護者等が千葉県の区域内に住所を有する者であること。 
(3) 高校生等が、認定基準日（原則として７月１日）に在籍し、修学していること。 
 
※ ただし、高校生等が秋入学など７月以降に入学することが定められている学校

の入学者である場合には、認定基準日を当該高校生等の入学する日とする。 
※ 平成２６年度入学者から学年進行で実施。 

 
３ 支給額等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
世帯区分 全日制・定時制 通信制 

（１）生活保護受給世帯 ３２，３００円 ３２，３００円 

（２）市町村民税所得割が非課税
である世帯（第１子）  

７５，８００円 ３６，５００円 

（３）市町村民税所得割が非課税
である世帯（第２子以降） 

１２９，７００円 ３６，５００円 

 
支給は、一人の高校生等につき、各年度毎に１回、通算３回（定時制・通信制は

４回まで）を上限とする。 
 
※学び直し支援事業対象の高校生等は、各年度につき１回、通算２回が上限。 

４ 申請先 千葉県立高等学校：各学校 ／ 県内市立・国立学校等：県教育委員会 

５ 支給時期等 支給時期 ９月末以降（保護者等の口座に直接、振込み） 

６ 予算額 平成３０年度当初予算額  １，０７７，０８５千円（１２，１５９名） 

７ 実績 平成２９年度（見込み）    ９４６，９１４千円（１１，０８６名） 

      
※私立高等学校等については、総務部学事課で同様の事業を実施。 


